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令和５年度 都区財政調整算定結果の概要 

 

１ 全般的事項 

  都区合意がされていないため、基準財政収入額及び基準財政需要額については、

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例及び同条例施行規則に

定められた規定に基づき、令和４年度の単位費用等を用いて区別算定を行った。 

 

２ 個別的事項 

 (1) 交付金 

基準財政収入額（Ａ）   １，２９８，１８７百万円 

（前年度比 64,645百万円、5.2％の増） 

基準財政需要額（Ｂ）  ２，１９１，６５７百万円 

（前年度比 40,350百万円、1.8％の減） 

差 引（Ｂ）－（Ａ）      ８９３，４７０百万円 

うち財源不足額     ９１９，４５６百万円 

（交付区２１区） 

うち財源超過額       ２５，９８６百万円 

（不交付区２区） 

 

普通交付金所要額       ９１９，４５６百万円 

(=財源不足額)             （前年度比94,243百万円、9.3％の減） 

 

 (2) 財源過不足額 

普通交付金の財源（①） １，１３４，６９６百万円 

普通交付金所要額（②）   ９１９，４５６百万円 

     差    引（①－②）   ２１５，２４０百万円 ※ 

※  都区合意がされていないため、令和４年度の単位費用等を用いて算定

されており、令和５年度に新規算定する予定であった事項等を反映して

いない。このため、未交付の額が差引として計上されている。 

 






